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別紙標準様式（第７条関係） 

会 議 録 

会 議 の 名 称 平成 30年度 第２回枚方市健康増進計画審議会 

開 催 日 時 
平成30年10月18日（木） 

午後１時30分～午後３時40分 
 

開 催 場 所 枚方市市民会館 ２階 第６集会室 

出 席 者 

会長：高鳥毛 敏雄委員、 

副会長：後閑 容子委員、 

今西 秀明委員、高橋 一也委員、 

原 久永委員、岩瀬 敦彦委員、津田 正委員、 

矢寺 重敏委員、吉山 美和委員 

 

欠 席 者 垣内 成泰委員、中西 純一郎委員 

案  件  名 

１．第２次枚方市健康増進計画 中間評価報告書(案)について 

２．枚方市歯科口腔保健計画 中間評価報告書(案)について 

３．今後のスケジュールについて 

４．その他 

提出された資料等の 

名 称 

資料１ 第２次枚方市健康増進計画 中間評価報告書(案) 

資料２ 枚方市歯科口腔保健計画 中間評価報告書(案) 

 

決   定   事   項 

１．第２次枚方市健康増進計画・枚方市歯科口腔保健計画中間評

価報告書（案）について検討した。 

２．検討事項や質疑に関しては、会長、副会長、事務局にて協議

し次回に報告する。 

会議の公開、非公開の別 

及 び 非 公 開 の 理 由 
公開 
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会議録の公表、非公表

の別及び非公表の理由 
公表 

傍 聴 者 の 数 ０人 

所 管 部 署 

（ 事 務 局 ） 
健康部 保健所 保健センター 
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審 議 内 容 

高鳥毛会長 

 

 

 

 

 

 

事務局 

 

 

 

 

 

 

高鳥毛会長 

 

 

 

 

 

 

事務局(説明) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

それでは定刻となりましたので、これから平成 30 年度第２回枚方市健

康増進計画審議会を始めさせていただきます。皆様方には大変お忙しい

中、本審議会にご出席賜り、誠にありがとうございます。 

 

まず始めに、事務局から、委員の出席状況並びに傍聴希望者について報

告をしていただきます。よろしくお願いします。 

 

本日の委員の出席状況ですが、委員 11 名中、９名の出席をいただいて

おり、過半数に達しておりますので、枚方市附属機関条例第５条第２項に

基づき、本会議は成立していることをご報告いたします。 

なお、中西委員は欠席のご連絡をいただいております。 

また、本日の傍聴希望者はございません。 

 

 

ありがとうございます。 

では早速、次第にそって進めてまいりたいと思います。 

本日は次第にある通り、「第２次 枚方市健康増進計画 中間評価報告書

（案）について」および「枚方市歯科口腔保健計画 中間評価報告書(案)

について」の２点になります。まず、案件１「枚方市健康増進計画 中間

評価報告書(案)について」事務局より説明をお願いしたいと思います。 

 

最初に資料の確認をさせていただきます。 

本日の資料は、先日、送付させていただきました資料から修正している

箇所が一部ありますので、新しいものとして、差し替えをしております。

数値の訂正もございますので、説明の中でご説明させていただきます。 

 

まず、お手元に本日の「次第」 

・資料１  ・資料２ 

以上となっております。 

過不足等ございませんでしょうか。ここからは着座にて、進めさせてい

ただきます。 

 

それでは、最初に資料１「健康増進計画中間評価報告書(案)」について、

第１回審議会での資料から追記、変更した箇所を中心に、ご説明させてい



4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ただきます。 

 １ページをご覧ください。今回、新たにご提示させていただく箇所にな

ります。 

 第１章 第２次枚方市健康増進計画の概要について、１ページに「１．

基本理念」、ページに「２．取り組むべき基本方向」、３ページに「３．計

画期間」を記載しております。記載している内容は、本計画から抜粋して

おりますので、詳細につきましては、割愛させていただきます。 

 

５ページをご覧ください。第２章になります。  

中間評価について、５ページに「１．中間評価の趣旨」「２．中間評価

の方法」（１）中間評価の流れ、６ページに（２）中間評価の方法を記載

しております。記載している内容は、すでに審議会で審議された内容であ

るため、詳細のご説明は割愛させていただきます。 

続いて「３．中間評価のまとめ」になりますが、後ほどご説明させていた

だきますので、先に 10ページをご覧ください。 

 

10 ページ以降、すべての記載に共通することですが、文章の合間に健

康コラムの欄を新たに設けました。これは、中間評価の補足説明をすると

ともに、知識の普及啓発を図る目的で記載しております。 

 

それでは、「４．中間評価から見えた課題や今後の取組の方向性」の（１）

基本方向１ 健康づくりを支える環境整備について、変更がある項目につ

いてご説明します。 

 

11ページをご覧ください。 

前回の審議会で、数値目標のない基本方向１については、市民の声など

を評価のひとつにしてはどうかとのご意見をいただきましたので、実際に

ウォーキングイベント等に参加した市民やひらかた健康３ツ星レストラ

ンを利用した市民の声として今回新たに記載し、取り組みの結果の見える

化を図りました。 

 

続いて 12ページをご覧ください。 

「今後の取組方向」について、前回の内容から加筆をしています。 

内容としましては、体を動かすための環境整備では、ウォーキングマッ

プや交通タウンマップ等で外出促進に関するツールを市民が活用できる

ように普及啓発するとともに、高齢者の居場所づくりや自転車通行空間な
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ど外出しやすい環境整備を図ってきました。食を取り巻く環境整備では、

食育に関するイベント等の開催やひらかた健康３ツ星レストランでヘル

シーメニュー提供を行うことにより、食を通した健康づくりに取り組んで

きました。これらの取り組みを利用・参加された市民からは好評を得てお

り、運動や栄養に関するイベントの開催やウォーキングマップ等の健康増

進に係るツール、ヘルシーメニューの提供等を今後もより多くの市民が活

用できるように取り組んでいきます。特に、子育て世代や働く世代は健康

づくりの取り組む人の割合が低いことから、家族ぐるみで参加しやすいイ

ベントの内容の工夫や民間企業の従業員に対する健康づくりの取り組み

を進めます。加えて、今後のまちづくりでは、魅力あふれる中心市街地の

形成や誰もがおでかけしたくなる交通環境の実現など、健康づくりと連携

した『外出したくなるまちづくり』に取り組みます。としました。 

 

続いて、13 ページから②地域資源を活かしたネットワークについてで

すが、主な追記部分としましては、15 ページに「出前講座等を企画した

自治会の代表者や企業の企画担当者の声」と「養成講座等の参加者の声」

を追記しました。 

 

16ページには「今後の取組方向」の内容も加筆を行っています。 

地域資源を活かしたネットワークづくりについて、健康医療都市ひらかた

コンソーシアム連携事業の展開と市民が主体的に地域の活動等に関わる

ことのできるよう環境整備を図ってきました。参加した市民からの反響は

良く、今後も地域等のニーズに沿った講座等を開催していきます。開催に

際しては、健康医療都市ひらかたコンソーシアムに参画する 14 団体を中

心に、関係機関や団体が持っている専門性を活かし、効率的で効果的な事

業展開を進め、社会資源の共同利用や情報の共有、人材の交流、健康づく

りの情報発信等の取り組みについて連携の充実を図っていきます。また、

地域での人と人のつながりの強化や主体的に地域の活動等に関わってい

けるような環境整備を今後も進めていくことで、今まで健康づくりに関心

がなかった者や子育て世代、働く世代、孤立しがちな退職後の高齢者等を

含めた地域のソーシャル・キャピタルの醸成を進めていきます。特に、青

年期や壮年期の市民が参加しやすいようなイベント内容や家族で参加で

きるような工夫等を行い、地域や企業等も含めた社会全体で健康づくりに

取り組んでいけるような環境整備に努めていきます。としています。 

 

17ページをご覧ください。 
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 基本方向２「生活習慣病の発症および重症化予防とこころの健康の推

進」について、主な追加変更箇所をご説明します。 

まず、①がんについてです。項目番号１「75 歳未満のがんの年齢調整

死亡率の減少」は現状値及び達成状況を記載しておりませんでした。今回、

現状値を 72.4、達成状況は、目標達成の「A」を追記しています。 

  

18 ページの項目番号２から６の各がん検診の受診率については、策定

値と現状値に分けた表記にしていましたが、市実施のがん検診とアンケー

ト結果に区分し見やすくしました。達成状況は「B＋」または「B－」とな

っており、すべてのがん検診の受診率が策定時と比較し、向上していまし

た。また、評価としては、市民アンケートの受診率を指標としていますの

で、表ではその値を大きくし、太枠をつけ強調しています。 

 

19ページをご覧ください。 

前回の審議会で、【現状】（１）枚方市がん検診受診率の表の 28 年度に

ついて、受診率の算定方法が変更され、推定職域人口を含んでいない対象

となっておりましたが、対象者の母数が大きく変わり、比較しづらいとの

ご意見を頂きました。28 年度の列の受診率の隣に、以前の算定方法で計

上した数値を参考として（ ）内に記載しております。 

また、（２）早期がん発見者の割合（市がん検診によるがん発見者のうち、

早期がんであった者の割合）の表について、実数を追記しました。 

 

 20ページをご覧ください。  

「課題及び今後の取組方向」について、「75歳未満のがんの年齢調整死

亡率」と「早期がんの割合と人数」の記載が、前回の資料ではありません

でしたので、次の通り追記しました。75 歳未満のがんの年齢調整死亡率

は、平成 23年度と比べると低下しており、平成 28年度には目標を達成し

ました。本計画の目標値は国の目標値と同等でもあることから、今後も目

標を上回ることが維持できるよう、定期的ながん検診の受診勧奨やがん予

防に努める等の取り組みを進めていきます。 

各がん検診受診率については、市民アンケートの結果、全てのがん検診に

おいて上昇していました。また、市が実施するがん検診では早期がんの発

見者の割合がやや増加していることから、がんが早期に発見されたことに

より早期治療に結びついていると考えられます。健康医療都市ひらかたコ

ンソーシアム等による地域資源を活かしたネットワークが図れたことに

より、関係機関や団体が持っている専門性を活かした市民公開講座等の事
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業展開が進んだことや、がん検診受診率アップキャンペーン等の取り組み

により多くの市民にがん検診についての周知を行ったことが、がん検診の

受診率向上に寄与したと考えます。定期的にがん検診を受けることは、が

んの早期発見・早期治療につながることから、引き続き、がん検診の受診

勧奨とがん予防に努める啓発活動を行います。と記載内容を修正しまし

た。 

 

次に 21 ページの②循環器疾患についてです。数値の訂正がありますの

で、本日お配りしました資料をご覧ください。 

21 ページの、項目番号９のメタボリックシンドローム該当者の割合の

減少とメタボリックシンドローム予備群者の割合の減少の現状値につい

て 16.8％と 11.3％に訂正しておりますので、ご確認ください。なお、達

成状況の判定は変更ありません。 

 

次に 23ページの「③糖尿病」についてです。 

以下、共通事項として、数値目標がないものについては、達成状況の判

定ができないためハイフンで記載しておりましたが、カッコ書きで状況説

明を追記しております。 

項目番号 12 の「糖尿病型に該当する者の割合の増加の抑制」について

は、達成状況の欄に「横ばい」と表記し、本日配布した資料に追記してい

ますので、ご確認ください。 

 

次に、26ページの「⑤こころの健康」についてです。 

達成状況の欄に「増加」と追記しております。ご確認ください。 

また、「課題及び今後の取組方向」の３行目になりますが、特に策定時

と比較すると、ほぼ 20 歳代以上の女性は、悩みやストレス等のために身

体や心の不調がある者の割合が増加しており、女性の社会進出や核家族化

が進む中、子育てとの両立等による身体や心の不調が背景にあると考えら

れます。という文書を追記しています。 

 

次に 29 ページからの基本方向３「６つの分野に関する健康づくりの推

進」になります。 

乳幼児期での主な変更項目としましては、30 ページの「課題及び今後

の取組方向」について、前回審議会でいただいた意見をもとに、加筆して

おります。 

欠食のある幼児の割合は策定時と比較して減少しています。乳幼児期は
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健全な食生活につながる基本的な生活習慣を習得する時期であり、保護者

への依存が高く、保護者の食に関する考え方や行動の影響を強く受ける時

期です。そのため、今後も引き続き、妊産婦を含めた乳幼児の保護者を対

象に、授乳・食事等に関する相談の場の提供や講座を開催することで、乳

幼児の望ましい生活習慣や食事内容について啓発を行い、欠食のある幼児

のさらなる減少を目指します。また、乳幼児健康診査では、引き続き、欠

食が把握できた乳幼児に関して個別支援を通して助言を行うと共に、妊産

婦歯科健康診査では、新たに歯科医師会の協力のもと１日３食食事をとる

ことの大切さを含む食生活に関する啓発に努めます。としました。 

 

31ページをご覧ください。 

 項目番号 17「３歳６か月児健康診査における、むし歯のない割合の増

加」については、今回、本計画の中間報告書に記載した形の状態を初めて

ご提示しておりますが、歯科口腔保健計画と同様の内容のため、説明は割

愛させていただきます。 

  

次に 33 ページをご覧ください。②児童・生徒期は、前回の審議会では

アンケート集計中であったため、今回新たにご提示させていただく箇所に

なります。 

項目番号 18「朝食を欠食している小中学生・高校生の割合の減少」に

ついてです。こちらの項目は、第３次枚方市食育推進計画の目標項目に掲

げられており、現状値や目標値においては、食育推進計画にて進捗管理さ

れているものとなっています。 

 34 ページの「課題及び今後の取組方向」の内容としましては、朝食を

欠食している小中学生・高校生については、どの世代も目標値に達してい

ませんでした。児童生徒期に形成される食生活は、生涯にわたる食生活の

基礎となるため、児童や生徒を対象に取り組むとともに、健全な食生活を

確立するためには保護者への働きかけも重要です。 

児童や生徒には、引き続き、小中学校において「食に関する指導の全体

計画」に取り組み、授業や給食の時間を通して子どもたちの食に対する理

解や関心が深まるよう働きかけます。また、小中学生・高校生を対象とし

た「ひらかた食育Ｑ＆Ａ」の実施や健康医療キャラバン事業などを活用し

て今後も普及啓発に努めていきます。 

保護者には、引き続き、保護者へ朝食の摂取を含む規則正しい生活習慣

の啓発を行うとともに、ＰＴＡと連携して啓発についての具体策を検討し

取り組みます。としています。 



9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

次に 35ページをご覧ください。 

 項目番号 19「たばこの害について、わからない小中学生の割合の減少」

と項目番号 20「アルコールの害について、わからない小中学生の割合の

減少」についてです。小学６年生はたばこ、アルコールともに現状値は減

少しており達成状況は「B＋」となりました。しかし、中学３年生はたば

こ、アルコールともに増加している結果となり達成状況は「D」となりま

した。 

「課題及び今後の取組方向」としましては、たばこやアルコールの害 

について「わからない」小学生の割合は減少したものの、中学生につ 

いてはいずれも増加していました。児童・生徒期から、たばこの害お 

よびアルコールの害についての正しい知識を持つことは、未成年の喫 

煙および飲酒を防止するためにとても重要であり、「成人後もたばこ 

を吸わない、適正飲酒を実践する」などの適切な行動を促すことにも 

つながります。特に家族ぐるみでたばこやアルコールの害について理 

解することが大切です。そのため、今後も継続して小中学校におい 

て、児童・生徒には、たばこやアルコールが健康に与える影響等の正 

しい知識を学ぶ喫煙・飲酒防止教育等の健康教育を実施するとともに、正

しい知識を学んだ子どもから保護者へ伝えて、家族ぐるみで取り組めるよ

うにしていきます。としています。 

   

次に 36ページをご覧ください。 

 項目番号 21「睡眠時間が短い小中学生の割合の減少」についてです。

達成状況はハイフンで判定しておりませんが、本日配付した資料には小学

生「増加」、中学生「横ばい」を追記しております。 

 

「課題及び今後の取組方向」では、睡眠時間が短い小中学生の割合は、

策定時と比べて大きな変化はみられませんでした。しかし、全国的にスマ

ートフォンの利用時間は年々増加しており、特に就寝前のスマートフォン

の利用による睡眠時間の減少に至っていることが考えられます。今後も学

校での教育活動を通じて生活習慣に関する啓発を続けるとともに、スマー

トフォンの使い方などの情報提供を実施するなど、睡眠時間が短い小中学

生の割合の減少を目指します。としています。 

  

次に 46ページをご覧ください。④壮年期に移ります。 

 項目番号 26「適正体重を維持している者の増加」ですが、現状値につ

いてですが、第 1回の審議会の資料から修正がございました。資料に訂正
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した現状値を記載しております。それにより女性の達成状況が「D」とな

っておりますのでご確認ください。 

また、47 ページの「課題及び今後の取組方向」の内容について、次の

ように加筆修正しております。 

男性は、20歳代から 60歳代の世代において、女性より肥満の割合が高

くなっています。女性は 30 歳代や 40 歳代、60 歳代において、策定時と

比較し増加していました。働く世代や子育て世代は仕事や家庭での中心的

な役割を担う時期でもあり、自分自身の健康に関心が向きにくいことが考

えられます。このような背景の中、栄養面では、外食や中食が多い人でも

外食を通じてバランスの良い食事を知り、健康的な食生活が維持できるよ

う、ひらかた健康３ツ星レストランのヘルシーメニュー提供飲食店の周知

や啓発等をし、運動面ではウォーキングイベントや運動に関する講習会の

開催等、開催時間や内容等を工夫することで、体を動かす機会の提供も充

実させていきます。また、特定健康診査を受診することで、健康に関心が

低い者でも自分自身の健康状態が分かり、自ら栄養バランスのよい食事や

運動習慣の確立等を図る機会となります。引き続き、特定健康診査の受診

率を向上させ、適切な保健指導につなげることで、適正体重の維持する者

の増加に努めていきます。としました。 

 

次に 50ページになりますが、項目番号 28の男性の現状値の値が、前回

の審議会から修正があり、10.2%となっております。達成状況には、変化

がありませんでした。また、表の下段にリスクを高める量の飲酒している

ものの割合を出す計算式を追記しておりますので、合わせてご確認の程 

よろしくお願いします。 

 

最後に 52ページからの⑤高齢期になります。 

53 ページの「課題及び今後の取組方向」ついては、前回の審議会での

ご意見を踏まえ、口腔機能の観点を含め加筆し内容を整理しています。 

低栄養傾向のある高齢者全体の割合としては減少していましたが、高齢者

は加齢に伴い、歯の喪失によるそしゃく機能の低下や唾液分泌量の減少、

また生活環境の変化や精神的要因等により、容易に食欲の低下や食事摂取

量の減少に陥ってしまう可能性があります。このような高齢者特有の背景

から、低栄養に陥る前に早期に発見することも重要であるため、広く市民

にリーフレットの配布等を通して低栄養予防についての普及啓発を行う

とともに、高齢者が多く集うイベントや地域の出前講座等において、基本

チェックリスト等を活用することで積極的に早期発見に努めていきます。 
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また、前期高齢者と後期高齢者の低栄養の者の割合は男女共に後期高齢者

が高い状況であることや、後期高齢者の低栄養の者の割合は男性より女性

に多い状況であることは計画策定時も現状も同じ傾向でありました。さら

に、65歳以上の女性においては、やせの体格なのに「ちょうどよい体格」

等、体格に対する正しい認識ができていない人の割合が高いという大阪府

の健康・栄養調査の結果もあります。 

高齢者の低栄養は、筋肉量の減少、身体機能の低下等、フレイル（虚弱）

の状態を招きやすいので、低栄養予防・口腔機能向上のための教室の充実

を図るとともに、歯科医師等と連携を図りながら栄養士派遣指導事業等の

個別指導の充実に引き続き取り組みます。としました。 

  

次に 55ページをご覧ください。 

項目番号 30「運動習慣者の割合の増加」と項目番号 31「日常生活にお

いて意識して身体活動・運動を行っている者の割合の増加」について関係

が深いデータとして、高齢者が外出を控えている理由についてのグラフを

追加しています。 

56 ページの「課題及び今後の取組方向」については、これらの結果を

含め加筆しています。 

「運動習慣者の割合」と「日常生活において、意識して身体活動・運動

を行っている者の割合」は、策定時と比べて、ともに増加していました。

これは、高齢者の居場所づくりの拡大や身近な場所で介護予防教室が実施

できる環境が整備されてきたことや、健康づくりに関する講座やイベント

が様々な場所で多く開催できたこと等による健康に関する情報を見聞き

する機会が増えたことが、取り組みのきっかけとなっており、健康に関し

て意識がさらに高まったことが一つの要因だと考えられます。今後も引き

続き、高齢者の参加するイベント等で積極的にチラシやパンフレット等を

用いて身体活動・運動に関する啓発や情報提供を行うとともに、高齢者の

居場所づくりの拡大や身近な場所で介護予防教室を実施することで、気軽

に運動に取り組める環境を整えていきます。さらに、ひらかた高齢者保健

福祉計画 21 によると、本市の高齢者の外出制限は「足腰の痛み」が理由

として挙げられています。足腰の痛みは運動習慣や日常生活に制限をもた

らすため、今後も理学療法士・作業療法士による運動教室を積極的に実施

し、痛みによる外出制限や運動制限がある者を減少させることで、さらな

る運動習慣者の割合の向上を目指します。としています。 

続いて、58ページをご覧ください。 

 項目番号 33「60歳で 24本以上の自分の歯を有する者の割合の増加」と
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項目番号 34「80歳で 20本以上の自分の歯を有する者の割合の増加」につ

いては、今回、本計画の中間報告書に記載した形の状態を初めてご提示し

ておりますが、歯科口腔保健計画と同様の内容のため、説明は割愛させて

いただきます。 

 

以上が基本方向１、基本方向２、基本方向３について、それぞれの取り

組みの達成状況や課題、今後の取組方向等の詳細をご説明させていただき

ました。 

 

最後に、今回の「中間評価のまとめ」として６ページをご覧ください。

中間評価の総論を先に伝えることで、中間評価の結果内容全体を把握する

ことができ、その上で、各論を述べた方が、より理解が深まると考え、そ

の位置にさせていただきました。 

「３．中間評価のまとめ」を６ページから記載しております。８ページ

には基本方向２と基本方向３の達成状況を別表１の通りまとめ、基本方向

１も含めた中間評価時点までの本計画全体の進捗状況を整理しています。

また、９ページには別表２の通りライフステージ別に進捗状況をまとめて

おり、最終年度に向けて優先的に取り組むべき課題を整理しました。 

戻りまして、６ページをご覧ください。 

基本方向１の「健康づくりを支える環境整備」は、基本方向２「生活習

慣病の発症および重症化予防とこころの健康」や基本方向３「６つの分野

に関する健康づくりの推進」の取り組みを推進するにあたり、土台（幹）

となる重要な部分です。この土台（幹）となる基本方向１の取り組みが進

んでこそ、枝となる基本方向２と基本方向３の充実が図れると考えます。

このため、中間評価のまとめとして、基本方向２と基本方向３の達成状況

を別表１の通り整理することで、基本方向１も含めた本計画全体の進捗状

況を確認しました。さらに、別表２の通りライフステージ別に進捗状況を

見ることで、最終年度に向けて優先的に取り組むべき課題を整理しまし

た。 

まず、基本方向２と基本方向３の達成状況は、別表１に示す通り、目標

項目数 38項目のうち、A（達成）または B＋（改善）、B－（やや改善）が

合わせて 25項目で、全体の約 65％を示す結果となりました。これは運動

や栄養等に関する新たな計画が策定されたことや健康医療都市ひらかた

コンソーシアムを活用した多彩な連携事業等を実施したことにより、がん

検診の受診率向上やアルコール、たばこの問題、栄養・食生活等の取り組

みがより進められたこと等で得られた結果であると考えます。一方、C（変
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高鳥毛会長 

 

化なし）は４項目で約 10％、D（悪化）は９項目で約 23％でした。 

今後は、策定された運動や栄養等に関する計画をもとに取り組みをさら

に進め、健康医療都市ひらかたコンソーシアムを活用した地域資源を活か

したネットワークの充実を図るとともに、市民が積極的に地域に出て他の

市民と交流し、地域の絆が深まるよう、さらなるソーシャル・キャピタル

の醸成を目指します。 

次にライフステージ別の進捗状況を見ると別表２に示す通り、乳幼児期

および高齢期の目標項目については、他のライフステージに比べ、改善傾

向を示していました。乳幼児期および高齢期では様々な取り組みを実施し

環境整備が図られてきたこと、さらに高齢期に関しては、一人ひとりの健

康づくりに関する意識が高まってきていることが要因であると考えられ

ます。 

一方、青年期や壮年期の目標項目については、悪化している項目もみら

れています。青年期や壮年期は、運動習慣、野菜の摂取、睡眠による休養、

適正体重の維持等の目標項目においても、他の世代に比べて達成状況が低

く、特に「適正体重の維持」が策定時より男女共に肥満者の割合が増加し

ている結果となっており、さらに「枚方市民の健康づくりに関するアンケ

ート」の「あなたの現在の健康状態はいかがですか」という質問に対し、

計画策定時と比べると「よくない」「あまりよくない」と回答する者が多

くなっていました。 

20歳代から 50歳代の子育て世代や働く世代は、仕事や家庭での中心的

な役割を担う時期であり、自分自身の健康に関心が向きにくく、健康づく

りにも取り組めていないことが伺えます。この状況が続くと、さらに生活

習慣病の増加や重症化につながる可能性があります。 

今後は、健康づくりに取り組めていない青年期や壮年期の市民が継続的

に、かつ自主的に健康づくりに取り組めるよう、健康づくりのイベントに

参加しやすい時間帯での実施や参加したくなる内容の工夫等を行うとと

もに、企業や地域等も含めた社会全体で健康づくりに取り組める環境整備

が重要と考えます。特に企業や地域等も含めた社会全体を巻き込む健康づ

くりを進めることで、今まで健康づくりに関心がなかった者も必然的に健

康づくりに取り組めるような環境づくりを目指します。としています。 

以上が、第２次枚方市健康増進計画中間評価報告書の説明となります。 

 

 

只今、第２次枚方市健康増進計画中間評価報告書(案)について、事務局

から説明がありました。 
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高橋委員 

健康増進計画は平成 26 年度に策定して、その進捗状況を、市民アンケー

ト等を踏まえて中間的に評価するということで、それに基づいてその案を

策定していただいた内容について詳細にご報告いただきました。 

委員の皆様で何かご意見、ご質問等あればお願いいたします。いかがでし

ょうか。 

 

１点、言葉の問題で。17ページのところで、間違いではないのですが、

一般的に市民の方にとって、わかりにくい言葉かなと。なので、検討して

いただきたいのですが、17 ページの一番下の図で、「年齢調整死亡率」

79.5％から平成 28 年度は 72.4%と書いていますが、これはたぶん間接法

でして、一般の大阪府を基準にしているのでしょうか。年齢を調整した、

標準人口に対して、間接法でやって、全体が 100になると、府平均なのだ

けど、それよりも、枚方市の場合は、死亡比というか標準化死亡比が、0.7

というか、100をきっていると。ということだと思うので、単に年齢調整

死亡率とすると、ふつうは直接法で出している死亡率で。普通の人でも直

接法と間接法、学生でも試験しても区別できない人が多いのに、こういっ

た市民に向けたこの中間報告書で、この言葉は間違えてはいないけれど

も、もうちょっとわかりやすい言葉にしたほうがいいのではないかと思い

ますが。 

 

教えていただきたいのですけれども、35 ページでたばこの害について

なのですが、小学 6年生のときに B＋だったものが、中学３年生で Dにな

るっていうのは、どういうふうにお考えなのでしょうか。 

 

今回の調査を受けまして、私たちもこの結果に少し驚いておりまして、

小学生の方がわからないという人が少ないのですが、中学生になるとなぜ

か増えているという。 

アンケートの質問の内容は、「たばこ、お酒についての質問です。20歳

未満の喫煙は健康に大きな害を与えるため法律では禁止されていますが、

たばこを吸うとなりやすいと思うものすべてに丸をつけてください。」丸

はいくつでも、となっており、①から、がん、肺の病気、心臓の病気、歯

茎の病気、血の流れが悪くなる、おなかの赤ちゃんの育ちが悪くなる、吸

わないと我慢ができなくなる、⑧わからない。ということなのですが、⑧

と回答した中学生が小学生より多い割合という現状です。 

 

高校生に取ったら予測ですけど、どうなるのでしょうか。また減るので
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しょうか。非常に私も不思議に思って、質問させてもらいました。 

 

今の小学生と少し前の小学生で、３年間くらいで違うと思うんですけ

ど、その時代は、学校でそういうことはしていないとか、中学校では逆に

そういう教育はしていないと思いますので。 

 

こころのホームページをつくられて、それでチェックするというのがあ

りました。僕もしてみましたが、今の中学生のアンケート結果にも関係し

そうな気がするんですが、答えるのが面倒だと思ったら一番楽なところに

いってしまって、無視をするということが起こりそうな気がしました。そ

れで、最初はアプリみたいなものかなと思ったら、ホームページで時間が

かかるのですね。どのくらいの人が、要するに参加してきたか、実数はわ

かるのですか。それで、どのくらい効果があるのかなっていうのが実感と

してわかるのであれば、お教えいただければと。もう一点、これから口腔

保健のほうの計画が出てくると思うのですが、中間評価のまとめのページ

の下に、ABCDEと、判定なしという分布の表が歯科のほうにはついている。

健康増進計画にはそれはついていない。一目でわかるから、という気がす

るのと、実を言うと、こういう計画は、今も報告を聞いていて思ったので

すが、こういう目標を立てて、何にもしなかったら現状維持、何かしたか

ら上がった、足りなかったから下がってしまった、というふうに思えるの

かどうか、というところが気になるのと、下がったところに対して、いや

上がっているところが落ちたから恥ずかしいから頑張らないといけない

というのもあると思うのですけど、下がっているところを重点的にすると

いうのは、そういう書きぶり、次５年間なにをするかというのが、この中

間報告を見たら明確になるというふうに。どれも悪くならないようにした

いというのはわかりますが、特に枚方はここに重点的にということがわか

るような書きぶり、それがまたはっきり見えるような情報提供があればい

いかと思います。それがどれなのかというのがちょっと、僕の頭の中では

絞り切れてないですが、現場のみなさん方が思われるところで、ここをこ

うなったらこういう数値が動きやすいのに、何でこれができないのだろ

う、みたいなことがあればいいかと思った次第です。 

 

ABCD の図が必要でないかという指摘が一つと、あと、健康増進計画で

進めているけれど、対策しなくてもよくなる部分と、対策したからよくな

った、改善した、変化したという、もうちょっとピックアップできないの

か、という指摘だったと思うのですけど、けっこう難しいと思うのですが。
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人の健康の問題というのは大きな社会のトレンドで変わってくるのもあ

るし、市が対策したことによって、改善していると、たぶん最近こういう

評価ということが求められているというのは、対策をして、成果があった

ということを出すためにしているので、この対策とか、健康増進計画を作

ったことと、それを進めたことによって、よくなった部分が、もうちょっ

と強調して書いてもいいんじゃないか、と。ちょっと尾ひれをつけました

けれども、今西委員の意見はそういう点だったかと。特に、最初のところ

の 12 ページの文章のところに、この環境整備として、ウォーキングマッ

プや交通のタウンマップとか、これは非常にいいことだと思うのですが、

もうひとつ下に、ヘルシーメニューの健康３ツ星レストランというのはこ

れもマップはあるのですか。 

こういうのは成果という評価は難しいのですが、何か見える形で健康増進

計画を作ってやっているとすると、実際やっていることが一目でわかるの

で。それと町の中でもこういうウォーキングマップを配布するだけじゃな

くて、今日久しぶりに枚方市駅来て、駅前がきれいになったなあと、感動

したのですが、ああいうところの看板に、ウォーキングマップとか、実際

そういうのがあると、その看板を作っているのは市で勝手にみんな貼って

いるわけじゃないので、市民の健康と健康づくりをするというマップを市

が作ってくれて、市民に健康づくりしやすい環境を、市が作ろうとしてい

るっていう意思が伝わるので、そういう点、ちょっと今西委員の指摘に便

乗している形ですけれども、目に見える形でマップを示すというのもこう

いう計画を作っているということを市民に知らせる重要な媒体ではない

かと思うのです。他、委員のみなさんいかがですか。 

 

今年地震・台風があって、地域のほうでは困った人に対するポスター、

要はこういうことがあったらこうしてくださいね、ここまで電話してくだ

さいねっていうものが、とても多く出たのです。非常に高いものじゃない

です、普通の値段で A3 の。あの種のものを切り取って、認識ですね、健

康に対する、増進の運動に対する、そんな文句のいろんな意味でシリーズ

で PRするという風なことがいるんじゃないかと。 

 

他、委員のみなさんご意見ご質問よろしいでしょうか。ただいま指摘し

ていただいたことに関連しますけど、この健康増進計画は若干これの概要

的なものとか冊子以外に、市の広報でも、今回のこの特徴は健康コラムと

か、市民の声を入れたというところで、なんとなく役所的な冷たい文章か

ら前進した感じがして、非常にいいなと思っていますが、市の広報でも簡
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事務局(説明) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

単に健康増進計画で課題になっている、例えば中高年で肥満が問題とする

と、せっかくアンケートしているから、若干市民にこういうもの作ったと

いうだけじゃなくて、小さいコラムで提供というか出したらいいんじゃな

いかと思います。それは検討して、可能であればお願いしたいです。他、

よろしいでしょうか。次全体を通してなにかあれば最後に聞かせていただ

くことにしたいと思います。それでは次に歯科口腔保健計画中間報告書 

(案)について事務局より説明をお願いしたいと思います。 

 

 

それでは、資料２の枚方市歯科口腔保健中間評価ついてご説明させてい

ただきます。 

表紙をめくっていただき、目次をご覧ください。 

歯科口腔保健計画は、第１章に、歯科口腔保健計画の概要を、第２章に

中間評価について記載していきます。今回の審議会では、「第２章、４．

中間評価から見えた課題と今後の取り組みの方向性」の部分に関して、前

回お示しできていない「（１）歯科口腔保健推進の方向性を踏まえた目標」

の小中高校生の説明および「（２）重点的歯科口腔保健対策、１）ライフ

ステージ別の課題と取組、ｂ）学齢期の歯科口腔保健」に関する説明、ま

た、前回の審議会の後、計画の内容に追加や訂正があった部分に関する説

明をさせていただきます。 

 

まず、１ページをご覧ください。第１章に記載している内容は、本計画

から抜粋しておりますので、健康増進計画と同様、詳細につきましては、

割愛させていただきます。 

 

 続いて、３ページをご覧ください。 

第２章に中間評価についてですが、１には中間評価の趣旨を、２には中

間評価の方法について記載し、２の中間評価の方法については、健康増進

計画と同様の流れで記載しております。 

 

続いて、９ページをご覧ください。「第２章４．中間評価から見えた課

題と今後の取り組みの方向性」について、前回お示しできていない小学

生・中学生・高校生のアンケート結果を中心に説明します。 

まず、「（１）歯科口腔保健推進の方向性を踏まえた目標」に関して、項目

番号１-１「「8020 運動」という言葉を知っている者増加」の達成状況は

B-で、項目番号２-１「「噛ミング 30」という言葉を知っている者の増加」、
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３-１「フッ素入りの歯磨き剤を使用している者の増加」の達成状況は C、

項目番号４-１「過去 1 年間に歯科医院で口腔清掃について個別に指導を

うけた者の増加」５-１「過去 1年間に歯科健康診査を受診した者の増加」

の達成状況は B－、項目番号６-１「かかりつけ歯科医を有する者の増加」

の達成状況は、Dでした。 

 

12ページをご覧ください。課題及び今後の取組方向ですが、「8020運動」

という言葉を知っている者の割合は、一般に関しては策定時に比べ大きな

変化はありませんでしたが、小中高全体としてはやや増加しており、特に

小学生の割合が高い状態でした。「噛ミング 30」という言葉よく知ってい

る者の割合については、それぞれ策定時に比べ大きな変化はありませんで

した。10 ページのグラフをご覧ください。「8020 運動」、「噛ミング 30」

という言葉について、「よく知っている」と答えた者の他に「聞いたこと

がある」と答えた者を含めても、それぞれ認知度は６割及び３割に満たな

い値を示しており、全体としての認知度はまだまだ低い状況でした。年代

別では、特に 10歳代・20歳代においての各言葉を知っている割合が低い

状態でした。12 ページに戻ります。それらの結果をふまえ、今後、中学

校、高校、大学、企業等と連携してさらなる周知に取り組みます。と記載

しています。 

また、フッ素入りの歯磨き剤を利用している者の割合に関しては、策定

時と大きな変化はないですが、フッ素入りか分からないが歯磨き剤を使用

している者を含めると、どの年代も約８～９割の者が歯磨き剤を使用して

いました。と追記しています。 

 

続いて、前回お示しできていなかったライフステージ別の学齢期に関し

て説明をさせていただきます。 

15ページをご覧ください。項目番号 10の「中学生・高校生における歯

肉に所見を有する者の減少」の達成状況は A で、項目番号９「12 歳児で

のう蝕のない者の増加」および、項目番号 12 の「学校歯科健康診断の結

果について「わからない・覚えていない」者の減少」の達成状況は Dでし

た。 

項目番号 11「CO・GO と診断された者に対して個別指導を実施している

小学校・中学校・高等学校の増加」の達成状況の判定はありませんが、中

学校、高校における指導が増加していました。 

16 ページをご覧ください。これまでの主な取組としては、う蝕予防対

策として、市内学校へのブラッシングの巡回指導等の実施や、健康医療キ
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ャラバン事業での、市内の小中学校への歯磨き・口腔ケアに関する講座の

実施、枚方市学校保健会養護教諭部門会研修会や枚方市内高等学校等連絡

会への「枚方市歯科口腔保健計画」の周知啓発の実施を行いました。 

 

課題及び今後の取組方向としては、中学生・高校生における歯肉に所見

を有する者は減少していましたが、12 歳児でのう蝕のない者の割合につ

いては、策定時と比べて悪化していました。自身の学校歯科健康診断の結

果について「わからない・覚えていない」と答えた者も多く、学齢期にお

ける歯と口の健康についての意識はまだまだ低い状況でした。 

学齢期で発生するう蝕と歯肉炎を防ぐことが、学齢期以降のライフステー

ジでの健康づくりの推進につながるため、各個人については、引き続き、

各学校において歯科衛生士によるブラッシング指導や、う蝕の多い生徒へ

の個別指導の実施等の歯科保健指導を通じ、歯と口腔の健康についての意

識を高めていきます。また、歯みがき及びよく噛むことなどの歯科行動の

生活習慣への定着や、定期的な歯科医院への受診につなげていくための保

護者を含めた周知啓発方法等について、歯科医師会や学校保健担当者と情

報共有を図り、効果的にすすめていきます。としています。 

 

続いて、成人期の「課題及び今後の取り組みの方向」について、変更が

ありましたので、説明させていただきます。20ページをご覧ください。 

20 歳代における歯肉に炎症所見を有する者は策定時に比べやや増加して

おり、学齢期と比べると、歯肉に炎症所見を有する者は約２倍見受けられ、

かかりつけ歯科医を有する割合も低い状況でした。学校等で実施されてい

た専門職による定期的な介入（歯科健康診査やブラッシング指導等）が無

くなる時期であることや、仕事や育児等でライフスタイルが急激に変化す

る時期であるため、歯科医院を受診するタイミングが少なくなることが要

因として考えられます。今後は、学齢期から積極的にかかりつけ歯科医を

持つことやブラッシング等に関する啓発を行い、歯と口の健康に意識をも

ち、学齢期から継続して適切な歯科口腔保健行動が実施できるよう取り組

んでいきます。 

40 歳代における進行した歯周炎を有する者の割合は、策定時に比べや

や増加していましたが、未処置歯を有する者の割合は大きな変化は見られ

ませんでした。歯周病検診の受診率が向上していることで、現状として歯

周炎や未処置歯の発見が増えていることも考えられますが、受診者が増え

ることで、検診後の継続した指導や、かかりつけ歯科医を有することに繋

がるため、今後も、歯周病検診の個別通知を継続し、受診率の向上を目指
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し成人期の歯と口の健康づくりのきっかけづくりを行います。と変更して

います。 

 

高齢期および配慮を要する者の課題と取組に関しては変更していませ

ん。 

最後に、中間評価のまとめについて説明します。５ページにお戻りくださ

い。５ページ下部には、達成状況別のまとめの表を載せています。６ペー

ジから８ページにかけては、評価区分別の目標達成状況結果、ライフステ

ージ別の目標達成状況結果、出典を記載しています。 

 

５ページの中間評価のまとめの説明に戻ります。近年、デンタルフロス

や電動歯ブラシなどのう蝕や歯周病の予防に使用するアイテムを目にす

ることは多く、全国的にう蝕や歯周病の予防に対する意識は向上している

と考えます。 

 

本市においても、定期的に歯科健康診査を受診している者や、かかりつ

け歯科医を有する者、喫煙と歯周病の関係について知っている者が増加し

ているなど、市民の歯と口の健康づくりに対する意識は向上していると考

えますが、「8020運動」や「噛ミング 30」といった用語の認知度はまだま

だ低く、歯磨き剤は使用するもののフッ素入りかどうかはわからない者も

多いことなどから、今後も引き続き、歯と口の健康づくりに関して正しい

知識を啓発し、市民の歯と口の健康づくりを推進していきます。 

 

ライフステージ別において、高齢期では、かかりつけ歯科医を有する者

の割合が高く、未処置歯や歯周炎を有する者の割合は減少しており、高齢

期の歯と口の健康づくりは概ね改善していました。高齢期の口腔機能の低

下は、誤嚥性肺炎や高齢期の低栄養を招き、ADL・QOL の低下に繋がるた

め、高齢期の歯科口腔保健の推進は重要です。今後も、かかりつけ歯科医

を有する者の割合がさらに増加し、多くの市民が 8020を達成できるよう、

歯科医師会を始め関係機関と連携し、さらなる啓発を行います。 

 

一方、成人期に関して、20～40 歳代の若年層においては、歯肉に炎症

所見を有する者や進行した歯周炎を有する者が増えており、20～30 歳代

の男性においては、かかりつけ歯科医を有する者の割合が低いなど、歯と

口の健康づくりに関する取り組みが改善できていませんでした。成人期

は、仕事・育児・介護などライフスタイルの多忙さから自身の健康が後回
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高鳥毛会長 

 

 

 

高橋委員 

 

 

 

 

 

 

 

原委員 

 

しになる傾向があり、学齢期と比較して、定期的に歯科健康診査や歯科口

腔保健指導を受ける機会が少なくなるライフステージです。今後、小・中・

高校生などの学齢期から、よく噛む習慣、食後の歯みがき、定期的な歯科

医院への受診などが定着するための啓発を行います。また、歯周病検診の

受診率の向上を目指し、成人期の歯と口の健康づくりに対する意識が向上

するよう取り組み、成人期の歯科口腔保健の推進を図ります。 

 

歯科健康診査や医療機関の受診に配慮を要する者については、妊産婦、

障害者、要介護者、有病者への各目標項目は改善していました。引き続き、

配慮を要する者への定期的な歯科健康診査の受診等の啓発や、それぞれの

分野に関わる支援者への情報提供を行い、配慮を要する者が歯と口の健康

づくりにさらに取り組めるよう支援します。 

 

今後も、子どもから高齢者まで継続して口腔機能の育成・維持向上に取

り組み、基本目標の「市民の生涯にわたる健康寿命の延伸」が達成できる

よう、定期的な専門家による介入（プロフェッショナルケア）の必要性の

周知や日常生活で市民が取り組むセルフケアの普及啓発を行い、歯科口腔

保健のさらなる推進を図ります。としています。 

 

以上、歯科口腔保健計画の中間評価(案)の報告とさせていただきます。 

 

 

ただいま、歯科口腔保健計画中間評価報告書(案)について、事務局から

説明がありました。ただいまの説明していただいた内容について、ご質問

やご意見がありましたら、よろしくお願いします。いかがでしょうか。 

 

かかりつけ歯科医のパーセンテージについて。11 ページのグラフです

ね。男性の 20代 30代はやっぱり働きざかりで少ないというイメージなの

でわかるのですが、そのときに、40歳代からは 60%っていうふうに増えて

きているのに、17ページの 40歳代の歯周炎が減少していないというのが、

なぜなのか、急には治らないということなのかとか。その辺のところを、

30 代くらいからしないと、ということなのかとか、どういうふうに、思

われているのかと思いまして。 

 

推測なのですが、実は枚方市では、この 40 歳代の歯周病を有する者の

割合は歯周病検診からデータをとっているのですけれども、歯周病検診が
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今までは治療中の者だと受けられない、全く初診じゃないと受けられなか

ったので、結局歯周病検診を受けるということは、悪い人が来ている、つ

まり症状を持った者が受けて、やっぱり悪いという感じで、ずっと管理を

受けている方は実はここに載っていないということでのデータ的な差が

でてきたのかと思います。今年から一応すべての人対象にやっているの

で、これから変化する可能性はあるかと思います。 

 

たぶんいつまでたっても Bですよね。 

 

他いかがでしょうか。 

 

前回欠席させてもらっていて、申し訳なかったのですが、中間評価のま

とめの最初の２行を読んだときに、枚方の話と思ったのですね、枚方の話

だったら、分布がこうだったとか、こういうようなことでここが問題と見

える、その背景に、近年日本的にはこうだというのはわかるけど、近年日

本的にはこうだと書いてあると、これは枚方の報告書かと思ってしまいま

した。そういうところで、結局問題は 20代から 40代、これは健康増進計

画のところも一緒だったと思うのですけど、働きざかりといわれる、今ブ

ラック企業とか訳のわからない言葉が飛び交うような厳しい環境の中で、

若者がいじめられているところがあるかと、そういうところが見えてきた

ということにして、実を言うと、学校生活をしている間は守られていたも

のが、社会に出たとたんに大変な目に合っているみたいなところを、当た

り前の状況にする。学校生活が延長できるような環境づくり、それは先ほ

どあった、小学校では教育しているけれど中学校ではしてなかったという

ところがあるのであれば、見えるようにしていったらいいかと。たぶん、

歯科のことに関してもですが、枚方市のほうでは支援を必要とする人の取

り組みが、結構いいところにいっているという傾向が見える。そういうの

を無視しないような社会づくりと、一番難儀な 20代から 40代、働き盛り

に力を入れていくというところを書いたらいいのかと。口の健康まで気遣

えている人は、全身の健康に気遣えている。ですから、口の健康、それが

虫歯や歯槽膿漏は大概の人がなりますから、大概の人がなる健康のことを

アピールして、実を言うと、歯の健康を守る人は必然的に糖尿病にもなら

ないし、肥満にもならないというのがついてくると思う。そういうところ

を歯科のほうからアピールさせていただいた、というか僕個人といてはし

ていきたい。 

もう一つ、これは事務局とやりとりさせてもらったこともあるんですけ
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ど、健康増進計画の図表は棒グラフが多いのですね。歯科口腔は折れ線グ

ラフが多いので、この折れ線グラフで目標値が同じようにポイントされて

て、それが被ってしまっていて、わからない。目標値は一つですし、目標

値の数値と、しかも歯科は経年的な数値があるのですね。ですからこうい

う折れ線グラフになっていると思うのですけど、折れ線の経年的な変化の

ずれがもうちょっと見えるように。もしできるのだったらそれを考察する

ようにできたらいいのかなとグラフを見て思いました。エクセルを触るの

がけっこう大変なこともあるかもしれないけど、上手くしていただけれ

ば、はっきり見えるかなと思った次第です。以上です。 

 

最後のところは、技術的なものなので、若干、今西委員の意見も踏まえ

て検討をお願いいたします。 

それから、この事務局の報告の評価のまとめの中にも書いてあることで

すけど、いわゆる学校・学齢期の歯の指数が改善していないことと、それ

と、体の健康のひとつの、リトマス試験紙とか生活習慣の指標としてお口

の健康というのを明確に今回のこの調査で出ていますから、そういう「体

の健康はお口の健康管理」というか、「口腔ケアから」というメッセージ

を明確に。今回アンケート調査をしてここに出ていることから、市民に打

ち出してもいいかと思います。他いかがでしょうか。 

 

成人期の人たちの問題はよくわかりました。それとともにまた 15 ペー

ジの学童期のところにも達成状況としては Dと書いていて、策定時よりも

例えば 12 番のわからないとか覚えていない人の割合が増加していたり、

それから 12 歳児のう蝕のない者の増加というのが、増加していないと。

なかなか難しいところだと思うのですが、その学童期の歯科保健というの

に対して、今後取り組む方向としては、引き続き今までのような啓発をは

かっていきたいところなのですが、なぜ悪くなってしまったのかというと

ころがわかると、どのような方向性に、今までの活動にさらにプラスして

できるとか、あるいはもう少し違った方向で活動できるとかというところ

が書けるのではないかと思うのですが、そのあたりはどういうふうに数値

が悪くなっているというのをお考えでしょうか。 

 

学齢期で悪化ではないが横ばいか改善してないというこの点について

はどういうふうに考えているのかという点だと思いますが、事務局コメン

トできますか。 

それとも原委員にコメントを。一応、学校歯科医もされているので。事
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務局が答えにくそうにされていますから、推測を踏まえてでもいいので教

えてください。 

 

そうですね、学齢期というのは、正直学校と学校歯科医の関係で、学校

の状態が決まってくるところが実はあって、お互いの関係が悪いと全くす

すまないというのが実は学校の現状なのです。非常に積極的な学校長であ

れば、例えば先ほどの学校歯科診断の結果を、古い考え方かもしれません

が、赤い紙に印刷して出して、「悪い」というような形で結果を捉えても

らおうという努力をされているところもあれば、全くやりっぱなしで回収

も非常に悪いというところもあったり。学校によって格差ができていると

思うのですね。このデータとして 12 番の「学校歯科健康診断について」

っていうのはあくまで抽出された学校だと思うのですね。９番の 3350 人

っていうことは全校たぶんいっているデータなので正当な数字だと思う

のですが、12 番についてはそのようなバイアスが少しかかっているとい

うところがあるのかと。９番の 12 歳児のう蝕のない者の増加っていうの

は、僕もなんとも判断しづらい。今のところいわゆる６歳児でのう蝕指数

DMF値は、1.0くらいまで落ちているので。20年前は５とかそのあたりの

数値だったのが１まで落ちているので、予防活動として成功した部類に入

っているはずですけれども、この 12 歳児になってくるとどうしても、う

蝕経験値があってしまうと。１本でもあると、あるということになってし

まうので。一概に非常にう蝕が多発してという風にとらえるべき数値では

ないのかもしれない。あくまでも 1本でもう蝕がある・う蝕の経験がある

という数値なので、これで 65％というのはある意味少し高すぎる評価な

のかなという気はしています。50から 60%、そのへんの数値で仕方ないと

実際には思っているところではあります。答えになっているかどうかわか

りませんが。 

 

ありがとうございます。事務局が答えにくいというところで申し訳ない

です。12 番について、これは抽出されたところのような、学校歯科健康

診断結果をちゃんとわかっていますかということを、学校で言っているか

というと、なかなかそこは難しいだろうなと思いますし、歯科に限らず、

身体検査についても、わかっていますかといわれたら、何も意識してなか

ったら、無意識でだと思うんですね。そういう意味ではこの指標をどうい

うふうに使っていくかは、言い方であるとか、学校での対応を考えながら

入れていかないと、これが悪くなったというふうだけで、そうですねとい

う風にはならないんじゃないかなと思いましたし、特に子供たちの優先順
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位の中で、歯の健診であるとか学校健診の結果であるとか、問題がなけれ

ば何も意識なく終わってしまっていますので、その辺は資料の書き方を考

えようかなと思います。 

 

Dの悪化のところの項目をずっと見させてもらっていて、考えたのです

けれども、上から２番目の８の「３歳児で不正咬合が認められる者の減少」

が見られていないわけですね。これは昔歯科医をやっていた僕から言う

と、先ほど、原先生のお話になっていたように、子どもの歯は虫歯だらけ

だったという時代からですね、虫歯はそんなにひどくはない子がいっぱい

育っているけれど、噛んでない歯がいっぱいあるということが起こってい

たのが僕が小児歯科やめたころというか行政に入ったころの社会的なこ

とであって、それがずっと続いているのではないか。あの頃はいつまでた

ってもお肉をかじらせたら、口の中で丸めているだけで、かみ砕けないし、

飲み込みもしない。肉の筋だけが残ってエキスをみんな吸ってしまってい

る噛み方しかできない子どもが増えてきているのが、目立っていた。目立

ちだしたころにはみんなが騒いでいたと思うのですけど、今この計画の中

ででも見過ごされそうな気がするのですが。歯は虫歯ではないけど噛んで

いないという機能的な面が、このごろの子供たちの中で起こっているとい

うのは、逆に言うと忌々しき問題であって、ここをなんとかアプローチし

て、これは離乳食のステップバイステップでの進行とかですね。それから

食材ですね。これは 10年前や 20年前の食卓に上っていたものと、栄養価

は十分だけれども、バランスはとれているけれども、噛む訓練に何もなら

ないというふうな食材が一般的になっている。それは成人期の人たちでも

なんとかエネルギーとか言って、カロリーや元気づけはできるけれども、

噛む力がないっていう食生活をしている人が増えているっていうところ

があると思うんですね。そういうことで、この３歳児のこれは非常に難し

いと思うんですね。ここを歯科医としてはうまくフォローをしていけるこ

とと、これを枚方市は気にしているという表現をどこかに書いてもらっ

て、取り組んでいただければありがたいと思った次第です。 

 

今、歯科医師会の方で乳幼児の健診に来ていただいていて、不正咬合が

認められれば、家族の方に、説明していただいておりますし、それと、今

後保護者の方に、リーフレット等の案内に示し配布して、理解してもらお

うかと検討していますので、今後ともよろしくお願いいたします。 

 

ありがとうございます。他、ご意見ご質問ございませんでしょうか。 
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高齢期に対して非常にいい結果になっているので、非常に素晴らしいと

思います。さきほどの健康増進の話になるのですけれども、54 ページに

質問で、行の下から２番目に「歯科医師等との連携を図りながら栄養士派

遣指導事業等の個別指導」というところなんですけど、これは実際にどの

くらいの割合でどのような感じでこの事業が進んでいるのかと。非常にい

いことなので、枚方市ってすごいなと思ったのでお聞きしました。 

 

今年度、４月から行っておりますものに関しましては、月に１回訪問し、

３か月間で終了というクールになっておりまして、既に終了したものも含

め、今９件の実施をしているところでございます。 

その指導の中で、必ず歯科口腔に関する質問も行い、何か所見がみられる

場合は、歯科医師の診断を受けていただきたいという旨のお話をさせてい

ただいております。 

 

それはどなたから派遣依頼があるのでしょうか。 

 

地域の包括支援センターから、頂いております。 

 

わかりました。ということは、歯科医師の先生が、訪問先でそう判断し

て、依頼しているとか、そういうケースはないのですね。 

 

今のところ受けております９件の中では、直接歯科医師の先生からとい

うのはないのですけれども、内科医の先生から、地域包括支援センターへ

相談しに行ったらどうかというアドバイスを頂かれて、そこからいろんな

訪問事業につながるというケースはございます。この事業自体が、昨年度

はモデル事業で、今年度から本格化しておりますので、これから広がって

いく事業内容かなと思っております。やはり口腔にまだちょっとトラブル

を抱えていらっしゃる方も多いので、これから増えていくべき分野かなと

思っております。 

 

わかりました。すばらしいことです。そちらのほうから歯科医師のほう

に依頼をかけていただいたりするっていうような、そういう状況になって

きているってことですよね、わかりました。 

 

歯科の９ページとか 10 ページのところを見させてもらっていて、この

変化なしの C の評価になっているところが、8020 運動とか、９ページで
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あればそうなのですけれども、要は 10％とか、20％台しか知らないのを、

80％にしようと。変化なしはそれはそれでいいけども、そんなところまで

いくのかというようなことが、あるのですけどね。そこの強調というか、

書けていなかったという雰囲気があるんですよね。先生、そこは書いてい

ますよと言っていただければいいんですけど。これ、本当にできるの？と

いう思いがしました。もう一度、スクリーニングをかけて、このままいっ

て５年後、差は何十パーセントありますと、差が残るのはいかがなものか

と。 

 

ただいまの今西委員の指摘は 9ページのこのパーセンテージが、あと５

年で 80％とすると、ここまであげるのは、並大抵の努力では難しいので、

現実的ではない感じがするのが１点。ここまでしようとすると、どういう

風にして上げられるのかということを、この数字でそのままいくのだった

ら、そこまでの到達戦略みたいなのを描かないとギャップが大きすぎるの

ではないかというコメントだったかと思いますが、その点はいかがでしょ

うか。 

 

はい、ありがとうございます。第１回の審議会のところでもこの点が少

し議論されたことがありまして、8020もカミング 30も、この言葉を知っ

ているということを、国の目標値に合わせて、あげさせていただいていま

す。歯の計画を立てるときに、知っているという中身ですけれども、内容

までよく知っている人の割合をここに提示させていただいておりまして、

国が目指している 80％に関しましては、言葉を聞いたことがあるのも踏

まえてのパーセンテージを出しているということもありますので、計画を

立てた時期での本市の主旨と、目標とした主旨が、少し乖離してしまった

まま来てしまったというのが現状と思っております。12 ページのほうに

も少し書かせていただいているのですけれども、上から４行目の、「この

言葉について聞いたことがある」者に含めますと、8020 運動は６割にな

ってくるのかと。ただ、カミング 30 についてはまだ３割にとどまってい

るということになっておりますので、今回、そのご意見も頂きながら、当

初は「よく知っている人」というところから出発して、目標値だけが、国

に合わせてしまったということがありますので、目標は高いほうがいいと

いうのがありますので、「聞いたことがある」というのも併記しながら、

少しずつでも推進していけたらなということを考えているところでござ

います。8020運動に関しましては、下のほうにも書いていますけれども、

20 歳代の方にやはり周知度が低いこともありますので、今現在働く世代
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に関して、職場において、8020 のそういう言葉を知っていただくような

ポスターを作成して、配付するなどのところに取り組んでいるところでご

ざいますので、そのへんも踏まえて、周知はしていきたいというふうに考

えております。 

 

ありがとうございます。よろしいでしょうか。 

 

ごめんなさい。自分の認識がだめなところがあって。あと、今見直して

いて、ちょっと気が付いたのですけど、歯科のほうで、歯科では、評価な

しの項目に、健康増進計画に下で（ ）して、横ばいという文字がまだ入

っていない。これは入れていただいたほうがいいかと思うのですけど。 

 

できれば、せっかく増進計画のほうに健康コラムが入っていますので、

歯科口腔保健計画の方にも入れてもらえたら、読み物になるのかなと。そ

れこそ「8020」ですね、いろんなところでやっていますので。 

 

健康増進計画でも歯科、特に高齢者についての歯科に触れていますか

ら、若干、どっちにも入れたほうがいいのは入れたらいいのではというこ

とだったと思います。ちょっと戻りますけど、さきほど高橋委員が、質問

された、栄養士の派遣指導事業等については、予算は健康増進の予算なの

でしょうか。 

 

介護予防の事業にあたっておりまして、さきほどご説明いただいたので

すけども、保健センターに管理栄養士という専門職がおりますので、立ち

上げるときに、保健センターの専門職がどういうふうに進めていけばいい

かというところで、問診票の作りこみから一緒にさせていただきました。

その中でさきほどお話にあった、栄養のことだけでなくて、歯の健康状態

の項目も必ず入れて、その中でなにかチェックがあるなら、歯科医院につ

なごうというような、問診票を作らせていただいております。モデルで、

一緒にさせていただいた後、栄養アドバイザー「萌」さんに委託して、今

事業が進んでいるということになり介護予防のほうで、今進んでいるとい

うことになっております。 

 

歯科医師との連携で、もし地域包括支援センターが窓口で、栄養士が高

齢者にかかわって、歯科医師との連携とした場合、その歯科医師に対して

の報酬というのは介護保険なのですか、それとも診療報酬なのですか、そ
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れともボランティアなのか、どういう枠組みでこの制度が動いているのか

なと。 

 

疾患として扱われる場合は、そのまま治療対象ということで医療保険に

なりますし、指導だけで済むようなものであれば、国のほうが介護予防に

ついてかなり地方に落としているので、そこの対象としての報酬にあたる

のかと。今までは、歯ブラシの指導であるとかだったけど、それはあまり

現実的ではないということが段々判明してきて、今はこういった機能的な

障害のある方に対しての予防指導ということに、介護報酬がついてくれれ

ばと思っています。あくまでも健診という対象であれば市の健診事業で報

酬がいただけるという形になっております。 

 

他よろしいですか。どうぞ。 

 

ちょっとお伺いしたいのですが、歯科検診というのは市民の方に定期的

に受けられるような制度というか仕組みがあるのかどうかなのですけど。

入職以来健康診断を毎年受けているのですが、内科検診は基本的には受け

るのですが、歯科検診がありませんので、歯が痛んでからしか行かないよ

うな状況なのですが、これは定期的に年１回受けることができれば、この

中の改善もかなりできるのではないかと。逆に歯周病も発見されるから、

数値的に上がる可能性もあるのでしょうけども。その辺はいかがでしょう

か。 

 

事務局いかがでしょうか。 

 

成人の方の歯科検診としましては、市で実施しておりますのは歯周病検

診、国が健康増進法に基づいて実施する歯周病検診は、40,50,60,70歳の

10 歳刻みになっていますが、枚方市では、35～70 歳の５歳刻みの方を対

象に、個別通知を現在させていただいているところで、実施は５年に１回

という機会をご通知させていただいているところです。職域等に関しまし

ては、労働衛生安全法で歯科検診というのが定められておられませんの

で、企業によっていろいろというところではあるかと思います。昨年度は

口腔保健支援センターのほうで、職域へのアンケート調査をさせていただ

いて、実際企業等も 30 件ほどまわらせていただいている中では、やはり

ほぼ企業として歯科検診をされていらっしゃるところはないのですが、中

には数件、健康保険組合のほうが、費用負担して、健康診査をされておら
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れるという企業もあったのが実情ですが、実際には定期的っていうところ

では個人にお任せしているところかと思います。 

後期高齢者のほうで、75 歳以上の市民の方につきましては、年に１回無

料で検診を受けていただく制度が、今年度から、大阪府後期高齢者医療広

域連合のほうで、生活保護等の方は、枚方市の制度として残りまして、実

施しております。 

 

よろしいでしょうか。 

 

枚方市の職員さんとしては実施される予定はないのでしょうか。 

 

市民に対しては 35 歳から５歳刻みで個別通知で、その合間の人が歯科

医院へ検診として行ってもそれは補助の対象ではないのですね。通知をい

ただいた市民の方について、ということです。 

 

ごめんなさい、認識不足なのですが、５歳刻み全年齢に個別通知をして

いただいていると、35歳以上で５歳刻みで 70まで全員に。すごいですね。

すごい予算がかかるだろうと。逆に経験から言うと、郵便ってなぜあのよ

うに高いのかと思ってしまうのですが。負担金はどうなのですか。 

 

自己負担に関しましては 1人 500円いただいておりまして、生活保護と

か、市民税非課税の方でありましたら、事前に申し出ていただければそれ

は無料になる制度でやらせていただいております。 

 

労働衛生の部門で、地元の開業医の歯科医院に５歳刻みで受けに行った

ら個人負担が何千円だけど千円ぐらいでできます、みたいなのは作れない

ですかね。産業衛生の中で、職場の近所の歯医者さんに行くのと、住宅地

の近所の歯医者さんに行くのと、どっちかと考えた時に、職場でかかりつ

けがあってもいいのではないかという気がちょっとする。そうすると、労

働衛生と住民健診とが結び付けられる形があれば効果的、今話題になって

いる働き盛りの世代に対してのアピールになるかと思います。もう一点、

目次の欄に歯科の資料編が前まではあったのですが、今回なくなってい

て、どのようなものがつくのかと期待していたのと、まとめるのが大変か

と思ったりしていたのですが。健康増進の方には資料編はないのですか、

その辺どういう風にまとめようとしているのかなと、差し出がましいです

が。 
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健康増進計画の方も歯科口腔保健計画の方も、最後には資料編としまし

て今回のアンケートの結果についてのまとめたものを付けさせていただ

く予定となっております。歯科の方につきましては一番最後の項目、目次

でいうと一番下の「歯科口腔保健を推進するために必要な社会環境の整

備」といいうところが、すみません、お示しできておりませんので、これ

については次回の時に完成したものをつけさせていただき、その後に資料

編ということでつけさせていただく予定としております。 

 

他、ご意見ご質問よろしいでしょうか。だいたい会議の時間２時間程度

ということで、時間がきていますので、特になければ、次に進めたいと思

います。よろしいでしょうか。それでは次第の方で、３「今後のスケジュ

ール」について事務局からあればよろしくおねがいします。 

 

次回の第３回健康増進計画審議会の日程ですが、平成 31 年１月頃に予

定しております。 

日程調整のために、本日、「FAX文書送信（日程調整に関して）」のシー

トを配布しております。お手数ですが 10月 22日（月）までに、保健セン

ターに返信をお願いいたします。日にちが確定しましたら、ご案内させて

いただきます。 

 

また、本日の案件に対するご意見についてですが、会議終了後、更にご

意見・疑問等が生じる場合もあるかと存じます。 

そうした場合のために、ご意見聴取のためのシートをご用意いたしました

ので、会議終了後にお気づきの点等がございましたら 

10月 26日（金）までにＦＡＸにて、保健センターまでシートをご提出く

ださいますようお願いいたします。 

なお、お配りしております様式にこだわらず、メールや口頭など、他の

形式でご回答いただいても結構です。 

 

締切までの時間が短く恐縮ですが、何卒ご協力くださいますようお願い

いたします。 

第３回目の審議会に向けて、両計画の最終案を作成し、事前に委員の皆

さまに確認してもらえるよう準備を進めてまいりますのでよろしくお願

いします。 

 

最後になりますが、本日の審議会に関しての議事録を早急に事務局で作
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成させていただきます。皆様にご確認いただいた後、諸手続きをへて、ホ

ームページにて公表させていただきますので、よろしくお願いします。 

以上です。 

 

ただいま、今後のスケジュールについて説明をしていただきました。日

程調整については、今日回答できるのであれば今日書いてお渡ししたほう

が簡単かもしれないので、よろしくお願いします。それと、ご質問等があ

れば、来週になりますけれど、10月 26日まで FAX等で連絡していただけ

るか、（メール、口頭でも）対応するということです。それ以外、今の点

についてはよろしいでしょうか。最後、「その他」とありますけれど、委

員の皆様を含めて全体通して何かあれば出していただけたらと思います

がよろしいでしょうか。あと事務局の方はその他何かございますか、よろ

しいですか。最後せっかくご出席いただいているので、岩瀬委員なにか、

意見か感想かあればお願いしたいと思いますが。 

 

私は薬剤師会の立場としましては 25 ページにある有病者の歯科口腔保

健に関する課題、今後の医師会様、歯科医師会様との連携というところで

糖尿病と歯周病の連携のところにどのように関わっていけるかなという

ところをちょっと考えながら、まだ意見はまとまっていないんですが。今

のところ健康に対するリーフレットを作成、配布してご説明を申し上げる

ということぐらいかなと。あと、服用されているお薬の副作用であるとか

そういうところをお伝え申し上げることぐらいしかできないかなという

ところで、それをどういう風に表現したらいいかなというところです。あ

と、糖尿病に関しましては、現在、糖尿病連携手帳で連携していくという

ことが始まったところでございますので、それについての記載ができるか

なというようなところを少し考えている最中でございます。 

 

突然マイクをふって申し訳ございません。今出していただいたように、

禁煙サポートとか薬の問題等もありますので、健康づくりという中で歯の

問題は、今結構どこでも認知された問題になっていますが、それ以外も含

めて大事な問題が他にもあると思いますので、委員の皆さんいろんな観点

で今後ともご協力していただきたいと思います。一応、本日の審議会予定

の案件すべて終わりましたので、最後事務局の方で締めていただきたいと

思います。 

 

本日は貴重なご意見をいただきまして、いろいろと議論をいただきまし
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てありがとうございました。それぞれ事業を進めている中で、こういう機

会がないと見直したりとか、一生懸命やっているつもりでも気づきという

ことが改めて確認できるかなと思っておりますので、また職場の中で鋭意

作成していきたいと思いますので、市民に届くような、また健康の問題、

歯科の問題についても生活の中で優先順位をあげていく、それが人生の中

で貴重なことだというか有意義なことだということを気づかせていただ

くような健康増進計画にしていきたいと思いますので、どうぞよろしくお

願いします。また第３回についても引き続きよろしくお願いいたします。 

 

それでは終わらせてもらってよろしいでしょうか。それでは本日の審議

会で委員の皆様にもいろいろと意見を出していただきました。それを踏ま

えて副会長の後閑委員と事務局含めて調整、整理させていただき、第３回

の審議会、１月に予定していますが、この時に資料として皆様にご検討し

ていただきたいと思います。それでは長時間、審議会の審議にご意見コメ

トンいただきましたが、これにて本日の審議会終了とさせていただきま

す。どうもありがとうございました。 

 


